
区民史跡の探訪等事業助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 本要綱は，山科区民が，山科の歴史的・文化的な史跡をはじめとする「山科の魅力」を探訪 

等をすることにより，山科の魅力をより深く知り，地域に対する愛着を深めていただき，さらには，

得られた知識を子どもたちや他の人に伝えることにより，山科の魅力が広がっていくことを目的と

する事業（以下，「区民史跡の探訪等」という。）を実施する団体を支援するため，京都市補助金等

の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則

に定めるもののほか，必要な事項を定めるものである。 

 

（団体の定義） 

第２条 本要綱において，「区民史跡の探訪等」を実施する「団体」とは，本要綱に定めた登録申請書

（第１号様式）を山科区役所に提出のうえ，次の各号に該当することを条件として，山科区長が認

めた団体とする。 

 ⑴ 地域団体，各種団体，グループなど区民を中心に構成される団体（以下，「団体」という。なお，  

法人格の有無は問わない。） 

 ⑵ 区民史跡の探訪等の趣旨に合致する実績を有する団体 

 

（団体の登録） 

第３条 団体の登録は，登録申請書（第１号様式）と事業計画書（第２号様式）の提出をもって行う

ものとする。 

２ 登録期間は，登録日から同年度３月３１日までとする。 

３ 一年度期間に登録できる団体は，５団体までとする。 

４ 登録申請書の提出が募集期間中に複数の団体からあり，前項の規定を上回る登録申請の競合があ

った場合は，山科区役所において審査のうえ，山科区長が認めた団体を登録する。 

５ 登録申請の受付期間は，募集日から起算して１箇月までとする。 

６ 登録された団体には登録決定通知書（第３号様式）を交付し，当該年度の事業に対し，助成金を 

交付できるものとする。 

 

（助成金交付の対象） 

第４条 助成金は，区民史跡の探訪等に要する次に掲げる経費であって，山科区長が必要かつ適当と

認めるものについて交付する。 

 ⑴ 区民史跡の探訪等の実施に要する経費（ただし，飲食費・通信交通費は含めない。） 

 ⑵ その他，区民史跡の探訪の趣旨に合致していると山科区長が認めたことに関し，支出した費用 

２ 次に掲げる費用は，交付の対象外とする。 

 ⑴ 飲食費 

 ⑵ 通信交通費 

 ⑶ 区民史跡等の実施に直接関係しない経費 

 ⑷ 団体の事務所等の維持経費 

 ⑸ その他区長が適当でないと認める経費 

 

（助成金の額） 

第５条 前条で助成できる額は，１団体につき，登録期間中，３０千円を上限とする。 

 

 

 

 



（助成金の交付申請） 

第６条 助成金交付の申請を行う場合は，次の書類を添付のうえ，提出することとする。 

 ⑴ 区民史跡の探訪等事業助成金交付申請書（第４号様式） 

 ⑵ 区民史跡の探訪事業等完了報告書（第５号様式） 

 ⑶ 助成金の交付を受ける区民史跡の探訪等の概要が分かるもの（チラシなど） 

 ⑷ 事業を実施したことがわかる写真 

 ⑸ 支出したことが分かる書類（領収書など）（写し可） 

 

（助成金の交付） 

第７条 前条の交付申請の提出は，登録年度末までとし，山科区役所の審査において，助成金交付が 

 認められた場合は，助成金交付額確定通知書（第６号様式）を通知し，同通知書の交付日から４０ 

 日以内に助成金を交付する。 

 

（他の補助金との併用禁止） 

第８条 同じ団体が同じ事業において，本助成金と本市の他の補助金を重ねて交付を受けることは禁 

 止する。もし，重ねて助成金を受け取った場合は，本助成金の返還を求める。 

 

（山科区役所との連携） 

第９条 登録を受けた団体は，登録年度に実施する予定事業について山科区役所の広報媒体（ホーム

ページ等）に掲載したい場合は，第２号様式において掲載依頼し，掲載記事を作成のうえ，山科区

役所に提出する。提出後，山科区役所の審査において，掲載が適当と判断できれば，所管する広報

媒体に掲載できる。 

 

（補則） 

第１０条 本要綱において別に定めることとされている事項及び本要綱に関し必要な事項は山科区長

が定めることとする。 

 

  附則 

   本要綱は，平成２９年７月３日から施行する。 

  附則 

   本要綱は，平成３０年７月２日から施行する。 

  附則 

   本要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第３条関係）  

区民史跡の探訪等事業助成金対象団体 登録申請書 
（宛先）京都市山科区長 年    月    日 

団体の主たる事務所の住所 

 

 

団体の名称及び代表者名 

 

                   

  

 区民史跡の探訪等事業助成金交付要綱第３条の規定により，対象団体登録を申請します。 

区民史跡の 

探訪の趣旨 

に合致する

実 績 

 

 

 

 

 

山科区役所 

と連携した 

事 業 経 歴 

１ 山科区役所との連携    有 ・ 無 
 
２ 連携事業名称及び実施時期（下記に記入してください） 
 
 
 
 

添 付 書 類  
 定款・会則 
 役員名簿 
 団体の概要・パンフレット・（             ） 

＜団体の概要＞ 

設 立 時 期        年   月 構 成 人 数         人 

これまでの

活 動 内 容  
 

連

絡

先 

書 類 
送付先

(※1) 

（〒   －    ） 

団 体 
電 話  ＦＡＸ  

M a i l      ＠ 

担当者 

氏 名  フリガナ  

電話(※2)  ＦＡＸ  

M a i l      ＠ 

 ※１ 登録通知等の必要な書類の送付先を記載してください。 

 ※２ 審査結果等をお知らせします。必ず連絡をとれる電話番号を記載してください。 

 ※３ 第２号様式の事業報告書を合わせて提出してください。 

  



第２号様式（第３条関係） 

区民史跡の探訪等 事業計画書 

団 体 名 
 

 

事 業 名  

事業の目的  

事 業 へ の 

ニ ー ズ 
 

事 業 内 容 

（事業内容のほか，事業の実施による効果を記入） 

新たな視点

や 取 組 

（過去に交付を受けた事業内容と同じ場合に記入） 

事業実施に 

おける工夫 
 

広報媒体へ

の参加募集

記事の掲載 

（掲 載）  有   ・   無 

（広報媒体）････掲載が必要な場合に該当を囲む 

   山科区役所    山科区公式ｱﾌﾟﾘ   しみん新聞    その他 

  ホームページ    ｢やましなプラス｣   （区版）    （        ）  

 

１／２ 

 

 

 



 

スケジュール 

（案） 

時期 実施内容 

  

 

【収支予算書】 
○ 収 入 

項   目 金 額（円） 内    訳 

⑴ 助成金見込み額 

 

 

 

 

⑵ その他(自己資金等) 

 

 

 

  

合   計   

 

○ 支 出 

項   目 金 額（円） 内    訳 

（対象経費） 

 

 

（対象外経費） 

 

 

  

合   計   

 

２／２ 



第３号様式（第３条関係） 

     

  年  月  日 

 

           様 

京 都 市 山 科 区 長 

（担当：地域力推進室 

   まちづくり推進担当） 

 

 

区民史跡の探訪等事業助成金対象団体登録決定通知書 
 

 

  年  月  日付けで申請のあった区民史跡の探訪等事業助成金対象団体に登録すること

を決定しましたので通知します。 

 

 

 

１ 登録団体名 

 

 

 

２ 登録番号 

 

 

 

３ 登録の条件 

⑴ 第８条の規定に基づき，同じ団体が同じ事業において，当該助成金と本市の他の補助金を重ねて

交付を受けることは禁止する。 

⑵ 事業が完了した場合は，事業が終了した日の翌日から起算して，６０日以内又は事業実施年度

の３月３１日のいずれか早い期日までに，完了報告書等を提出しなければならない。 



第４号様式（第６条関係） 

区民史跡の探訪等事業助成金交付申請書 

申 請 団 体 名 

団体の名称及び代表者名 

 

  

申 請 事 業 内 容 

 

 

 

 

１ 申 請 額 

項   目 金  額（円） 内   訳 

⑴ 助成金交付申請額 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ その他 

 

 

 

 

 

 

 

  

合   計   

※支出したことがわかる書類は別添してください。（写し可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第６条関係）  

区民史跡の探訪等事業完了報告書 
（宛先）京都市山科区長 年    月    日 

団体の主たる事務所の住所 

 

 

 

 

団体の名称及び代表者名 

 

                   

 

（担当：       電話  －   ）  

  

 区民史跡の探訪事業等助成金交付要綱第６条の規定により，事業が完了したことを報告し

ます。 

事 業 名  

開 催 期 間  

（実施時期） 
年   月   日～     年   月   日 

事業の内容 

(必要に応じ

て，別紙を添

付してくだ

さい。) 

 

 

事業の成果 

(必要に応じ

て，別紙を添

付してくだ

さい。) 

 



第６号様式（第 7 条関係） 

 

 

区民史跡の探訪等事業助成金交付額確定通知書 

 

 

         年    月    日 

  

  

                  様 

 

 

 

   京 都 市 山 科 区 長  印 

 

（担当：       電話  －   ） 

  

 平成  年  月  日付けで登録決定した区民史跡の探訪等事業助成金交付事業につ

いて，助成金交付額を確定したので，通知します。 

申請事業名 

 

 

 

登録番号 

 

 

 

 

助成金交付額 

 

        円 

 
 

 

 


